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長野市のこれまでの歩みと財政状況（１）

戦後 ～ 昭和４０年代 昭和５０年 ～ ６０年代 平成元年～冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 中核市移行（１１年）～

市民生活の基本となる公共施設等の建設

　道路、公園、学校、庁舎、市民会館　など　

市民生活の豊かさの実現をめざした取組み

　総合体育館、茶臼山動物園、図書館、サンマリーンながの　など　

より質の高い市民生活の実現をめざした取組み

　小中学校の新設（ゆとりある教育環境整備）　　　
　市民病院の開院（高度医療）　　　　　　　　　　
　全戸水洗化の促進（快適な生活環境整備）　など　

保健・福祉の充実

　保健所設置　　　　
　福祉事務権限の拡大
　ぐるりん号の運行　
　おでかけパスポート
　事業　など

行政サービス（財政）の拡大

経済の成長に支えられ、市の
税収の伸びとともに戦後一貫
して行政サービスは拡大

－１－



長野市のこれまでの歩みと財政状況（２）

　平成３年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１０・１１年　　　　　　　　　　　　　　　　現在　　　　　　　将来

冬季オリンピック
開催都市に決定
（施設整備開始）

オリンピック開催
中核市移行後の
保健福祉の充実

市税収入

ピーク

平成９年度

６２４億円

市税収入　平成１６年度 ５３７億円

収入　支出

支出

収入 基金（貯金）の取崩し

市税・地方交付税の減少

高 水 準 が 続 く 市 債 の 償 還 費

大規模施設の改修需要の増

平成１６年度末

２４６億円

平成２１年度末

０円

財政調整の
ための基金
残高

今のままだと

国の経済対策に
よる公共事業の
増

－２－

高齢化の進展 ・社会保障経費等の増

支 出 の 増 加



○ 少子高齢化の進展と人口減少社会の到来

○ 経済の安定成長への移行

○ 国の行財政改革（効率的で小さな政府へ）

○ まちづくりに対する市民参加と自立意識の高まり

市 を 取 り 巻 く 社 会 の 動 き

○ 市税収入の減少

○ 生活保護・介護等の経費の増

○ オリンピック関連施設や合併
　 引継ぎ施設の維持管理費の増

近 年 の 市 財 政 状 況

今、なぜ構造改革が必要なのか

○ 事務事業の見直し（行政評価）

○ 外部委託の推進

○ 職員採用数の抑制　など

行 政 改 革 の 実 績

○ 高齢化の進展による社会保障経費等の増加

○ 高水準が続く市債（借金）の償還費

○ 大規模公共施設の改修需要の増大

○ 地方交付税制度の見直し等による歳入の減収

今後の厳しい財政見込み

基金を有する財政体力のある今のうちに

－３－

中核市の財政健全度では上位にランク

　○　一定の基金残高を確保

○　低い人件費比率　など



改革をどのように進めるか

市民とともに進める改革

市の歳入・歳出は、市民一人ひとりの生活に関わる問題

市民とともに情報や問題意識を共有

職員の意識改革

経営的発想による内部コスト削減と増収の実現

市民負担を最小限に抑制

市民と行政の関係のあり方の見直し

原点に立ち返って市民と行政との関係を考察

行政の制度と組織を社会の変化に合わせて変革

－４－



財 政 構 造 改 革 の 目 標

～ 目指すべき地域社会の姿 ～

市民の自立が促進される地域社会

市民の自立を支援し、意欲を引き出すために、個人、コミュニティ及び民間の活動を中心に据え、
それらによって実現ができない場合に行政が補完すること（補完性の原則）を基本とすることが
必要です。

公平性が確保される地域社会

行政サービスの提供が市民全体にとって納得できるものとなるよう、サービスの継続の可否を含め
て受益者負担の公平なあり方を検討した上で、受益者に対して適正な負担を求めることが必要です。

安心して暮らせる地域社会

改革において、効率性を追求していくあまり、経済的弱者などが取り残されることのないように配
慮し、真に行政サービスを必要としている市民が安心して暮らせる地域社会を構築していくことが
必要です。

持 続 可 能 な 地 域 社 会

市が行う行政サービスの充実を求める声は強くなっていますが、財源が限られている以上、その
財源をみんなで分け合って、持続可能な地域社会を構築していく必要があります。

－５－



財政構造改革で取り組むべき重点課題

　　公共サービスは、法令で決まっているものを除き原則有料とした上で、料金を　

　　無料又は低く設定する場合には、市民の合意及び市の説明責任が求められます。

　 市の事務事業を見直し、行政が税金を投入してどこまでサービスを行うべきかをそれぞ　
　　れの領域において、総点検することが必要です。　　

個人の領域 コミュニティの領域 民間の領域

１ 行政が関わるべき領域（市民と行政の役割分担）の適正化

年齢等によって一律
に実施している給付
等の見直し　など

まちづくりへの市民
の貢献の気持ちを具
体的な活動に結びつ
けるための支援など

民間に存在する事業、
民間にもできる事業
の廃止の検討、民間
委託の拡大　など

２ 受益者負担の適正化及び給付水準の見直し

市民の合意市の説明責任コストの範囲と負担割合の明確化

－６－



財政構造改革で取り組むべき重点課題

時代の変遷とともにその必要性が低下している施設や過剰な配置となっている施　
設などは、廃止等を含めた再編が必要です。

３ 公共施設の再編等によるコスト削減

再編によるコスト削減

充足（過剰）施設 利用者が少ない施設 利用者限定の施設

市内３スキー場

大規模集会施設など

立地条件の悪い施設

ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ･ﾘｭｰｼﾞｭ施設

女性・若者などに利
用を限定しているが、
類似サービスを提供

－７－

誘 客 施 設 等 の

戦 略 的 経 営

指定管理者制度等

民 間 活 力 の 導 入

サービス向上と適切

な料金への見直し

＋



財政構造改革で取り組むべき重点課題

－８－

早急に定員適正化計画を作成し、職員数の削減に取り組むとともに、職員給与の
さらなる適正化に努めるべきです。

市税等の未収金に対する市職員全体の危機意識及び庁内の連携、市有財産等の有
効活用及び広告料収入の導入等自らの経営努力による増収対策が必要です。

４ 総人件費の抑制

５ 増収対策の推進

合併に伴う職員

定 数 の 適 正 化

民間委託・指定管
理者制度の導入に
よる職員数の削減

職員給与の適正化

市の経営努力による増収対策市 税 等 に 関 わ る 対 策

市庁舎駐車場の有料化

広報紙等への有料広告の導入

命名権（ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ）の導入　など

未収金対策の強化

滞納を発生させない仕組みの導入

減免の適正化　など



改革を実現するための方策

市民と行政との財政に関する議論

専門的な財政情報、改革情報を分かりやすく提供

各種審議会における財政に関する議論

市 役 所 内 部 の 改 革

今後の財政見通し（中期財政推計）の作成と厳しい予算管理

評価に基づく予算編成及びコスト意識の徹底

予算編成における「選択と集中」

新たな発想による行財政運営の検討

事務事業の類型化と改革の方向性の市民への提示

　　複雑多岐にわたる事務事業を類型化し、改革の方向性を市民に分かりやすく説明　　

－９－

行政サービス・給付等・観光施設等再編の類型化モデルを提示



１　市民と行政との役割分担及び受益者負担の適正化のための類型化モデル

市場性のないサービス

市場性があるサービス

選
択
・
裁
量
的
サ
ー
ビ
ス

必
需
・
義
務
的
サ
ー
ビ
ス

Ａ領域

Ｂ領域

Ｃ領域

Ｄ領域

原則、行政負担（無料）

一部受益者負担

一部受益者負担

原則、受益者全額負担

○道路　○公園

○義務教育　○図書館　など

○保育所　○市営住宅　など

※国保・上下水道などは例外として原則有料

負担割合は、コストの半分程度を一応
の目安とし、両軸の度合いを考慮

負担割合は、Ｂ領域に同じ

民間委託、移譲又は
事業廃止の検討

○文化ホール　○体育施設

○児童館　○社会教育講座　など

○交通災害等共済事業　○スキー場

○民間類似の体育施設、社会教育講座　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

※事例は類型化イメージの仮分類



２ 給 付 等 の 適 正 化 の た め の 類 型 化 モ デ ル

市民の参加、主体性、自立性

行 政 へ の 依 存 性

選

択

・
裁

量

・
奨

励

必

需

・
義

務

（
責

任

）

Ａ領域

Ｂ領域

Ｃ領域

Ｄ領域

給 付 等 の 継 続

給 付 等 の 継 続

○生活保護費

○その他の扶助費（国基準）

○扶助費的な補助金（国基準）　など

継続する場合はＣ領域へシフト

○ながのまちづくり活動支援事業補助金
　　（公募提案型補助金）

○公園愛護会補助金　　　など　　　　　　　
　（市民の公益活動に対する補助金）

給付等の見直し

○年齢等により個人に対し一律給付

○世帯数により地域団体へ一律交付

○扶助費（市の単独制度分）　など

※事例は類型化イメージの仮分類



３ 観 光 施 設 等 の 再 編 の た め の 類 型 化 モ デ ル

採 算 性 な し

類

似

性

・
一

般

性

広

域

性

・
希

少

性

Ａ領域

Ｂ領域

Ｃ領域

Ｄ領域

運 営 の 継 続民間と競合する施設
は民間移譲の検討

・県外からの集客が見込める施設

○積雪・施設条件が良いスキー場

○松代伝統環境地区　など

料金の適正化・観光戦略の導入
により採算性を向上

・地域住民の利用が多い施設

○日帰り温泉施設　　　など

・利用者が少ない施設

○積雪・施設条件が悪いスキー場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

※事例は類型化イメージの仮分類

採 算 性 あ り

運 営 の 継 続地域団体等への移譲
又 は 廃 止 の 検 討

社会教育・福祉的な要素は考慮



財政構造改革懇話会提言

資料 １

２

３

４

５

資料 6

7

8

9

10

市税及び地方交付税等の一般財源の見込み（中位推計）

　　（注）　数値はすべて普通会計による

公債費及び市債残高の見込み（普通会計）

社会保障関連経費（扶助費、繰出金）の見込み

改革による目標額（歳入・歳出及び財政調整のための基金の中・長期目標）

長 野 市 財 政 構 造 改 革 懇 話 会 提 言 （ 参 考 資 料 ）

歳入・歳出及び財政調整のための基金の見通し（現状の財政構造で推移した場合）

【今後の財政見込み】

財政調整のための基金の状況

市税の推移

性質別歳出額の推移

【これまでの財政状況】

歳出総額（普通会計）・市税収入・地方交付税の推移

公債費及び市債残高の推移

　（参考資料） 主要指標の推移



資料１

（注１）歳出に基金積立額を含み、借換債に係る公債費を含まない。
（注２）H16は、合併日前の合併町村歳入歳出額を含む。

 
1

歳出総額（普通会計）・市税収入額・地方交付税額の推移

60,580

97,446

164,123

135,394

142,683

124,426

144,324

29,405

49,386

62,422
53,878

54,906

5,104 8,477

11,949

19,504

17,826

22,030

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H２ H３ H４ H５ H６ H７ H８ H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

百万円

H３冬季五輪開催
都市決定

歳出総額

H10.2月
冬季五輪開催

バブル崩壊

H11中核市移行

市税収入額

地方交付税額

H9市税ピーク

H7歳出ピーク 合併町村の決算額を含
む。（H17.1月、４町村との
合併）



資料２

（注１）減債基金に住宅新築資金等貸付事業償還準備基金を含む。 2

財 政 調 整 の た め の 基 金 の 状 況

（財政調整基金、減債基金、土地開発基金）

20,753 20,819
22,404

24,495

27,516 27,098

24,617

28,957

22,458

-4,200

-1,705

-4,340

1,859

3,0212,091
1,585

66
-418

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

基金残高

基金積立額・取崩額

百万円

合併町村の基金
を含む。

長野市分取崩額は△367
これに合併町村の基金現在高2,226を加え、
1,859を積立額とみなして表示

-367

市税及び地方交付税等
の減少に伴い基金取崩
が増加



資料３

　　　（注１）「固定資産税等」には都市計画税を含む。
　　　（注２）「その他」は、市たばこ税、事業所税、軽自動車税及び入湯税の合計
　　　（注３）H16は、合併町村の決算額を含む。 3

市　　税　　の　　推　　移

18,924
21,189

19,020 17,973 17,043 16,646 16,222 15,195 14,698

10,282
9,761

9,160
8,280

7,686 7,801
6,305

6,489 7,072

26,294
26,714

28,809
30,030

29,202 29,534
29,485

27,700 28,490

4,419
4,758 4,706 4,688

4,928 4,615
4,577

4,494
4,646

61,695 60,971
58,859 58,596

56,589

53,878
54,906

62,422

59,919

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Ｈ８ H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

百万円

その他

固定資産等

法人市民税

個人市民税

市税合計の
ピーク H16は、合併町村の決算額を含む。

合併日前の町村決算額を除くと53,725で、
ピーク時と比較して約87億円の減少

固定資産税の
ピーク

法人市民税の
ピーク

個人市民税の
ピーク



資料4

（注１）財政調整のための基金への積立金を除く。
（注２）H16は合併日前の合併町村歳出額を含む。 4

性 質 別 歳 出 額 の推 移

18,966 19,928 20,176 20,786 20,497 20,657 20,508 20,230 22,549

8,964 9,889 10,710 11,448 10,047 10,677 11,305 12,384
14,143

12,429
14,475

18,080 19,176 19,907 21,235 21,470 21,656

24,384
11,737

12,325
12,855

13,562 13,243
13,938 14,228 14,508

17,032

14,326

16,197

16,066
16,732

12,981
12,939 13,704 13,755

16,473

5,593
5,696

6,287 6,463

8,429

8,723

7,821

7,965

7,948

8,074
7,806

8,168 8,462

9,161

74,309

49,637

50,750
33,113

31,744
29,466

28,532
20,889

27,481

3,640

3,576
3,714

2,961

61,076
54,270

40,359 44,292
48,966

51,410 50,451 52,569 53,283

54,165

46,15645,50843,56842,369
46,870

42,558
41,04640,159

28,159

20,952

28,712
29,667

32,095

74,818

49,752
51,070

33,453

143,400

121,378
127,503125,804124,915

131,733

142,594
135,090

155,336
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H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

百万円

災害復旧費

普通建設事業費

投資･出資･貸付
金

積立金

繰出金

補助費等

維持補修費

物件費

公債費

扶助費

人件費

投
資
的
経
費

そ
の
他
の
経
費

義
務
的
経
費

合併町村の
決算額を含む義務的経費（扶助費、公債費）

の伸びが大きく、投資的経費は
大きく減少



資料５

（注１）H16公債費及び市債借入額は、合併日（Ｈ17.1.1)前の合併町村分を含む。
（注２）市債には、減税補てん債及び臨時財政対策債を含む。 5

公債費及び市債残高の推移（普通会計）

7,698

24,384

12,684

21,65621,47021,235
19,90719,176

18,080

14,475
12,429

11,07210,654
8,616

40,609

6,643

13,722

11,11311,618
8,859

7,499

10,305

25,614

29,491

32,869

17,775

164,639

73,091

181,802
169,897175,354181,427187,911192,366

192,574

181,681
161,315

136,483

109,114
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50,000

55,000
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H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

公　債　費
市債借入額
（百万円）
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-150,000

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

市債残高
（百万円）

市債借入額

市債残高

公債費

合併町村分
含む

H13以降、地方交付税の不足を
補てんするため、赤字市債（臨
時財政対策債）を発行

オリンピック関連施設の建設及
び経済対策関連の公共事業の
実施に伴い、増加

合併町村分
含む

H10.2月
オリンピック開催



（単位：％）

名　　　称 算出方法 説明 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

（人件費＋扶助費＋公債費）
歳出総額

人件費
歳出総額

経常費充当の経常一般財源 71.2 71.4 76.5 76.3 81.9
経常一般財源 (70.6) (73.6) (81.0) (83.6) (87.9) 

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）
標準財政規模＋Ｅ－Ｃ

Ａ－（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 11.4 12.0 12.5 12.9 13.4
標準財政規模＋Ｅ－（Ｃ＋Ｄ） (12.153) (12.667) (12.751) (13.343) (14.290) 

基準財政収入額 0.763 0.730 0.736 0.736 0.687
基準財政需要額 (0.727) (0.731) (0.749) (0.728) (0.699) 

20.3 20.9

財 政 力 指 数

標準的な行政活動を行うために必要な一般財源に対する税収入の割
合の３年平均数値
「１」に近いほど又は「１」を超えるほど財源に余裕がある。
（　）内は単年度

18.7 19.8

43.6

16.3

39.7

16.1

公債費に充てられる一般財源の標準財政規模に対する割合で、左の
計算式により公債費から地方交付税で措置される金額（事業費補正
分を含む）を除外して得られた割合の３年平均数値
この比率が２０％以上になると起債の制限を受ける。
（　）内は単年度

義務的経費比率

経 常 収 支 比 率

人 件 費 比 率

起 債 制 限 比 率

人件費、扶助費、公債費の義務的経費とその他の経常経費に地方
税、地方譲与税、普通交付税を中心とする経常一般財源がどの程度
充当されているかを表し、財政構造の弾力性を示す。低いほど弾力
性がある。

H12までの（　）内は、減税補てん債を含む値
H13以降の（  ）内は、減税補てん債・臨時財政対策債を除く値

公 債 費 比 率 公債費に充てられる一般財源の標準財政規模に対する割合をいう。

人件費、扶助費、公債費の合計額が歳出総額に占める割合で、性質
別経費のうち非弾力的性格の強い経費の割合を示すもの

41.1

15.8人件費の歳出総額に占める割合

40.1

15.8

主 要 指 標 の 推 移 （普 通 会 計）

15.6

21.2

42.3

Ａ： 当該年度の地方債元利償還金（繰上償還分を除く）
Ｂ： Ａに充当された特定財源
Ｃ： 災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費
Ｄ： 事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費
Ｅ：臨時財政対策債発行可能額

参考資料（資料１～５関係）
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資料６

(注１）歳入のうち市税等の一般財源は、H18の固定資産評価替えによる減収等を考慮し、H19～22は、中位推計で年△1.0％（資料７参照）
(注２）特定財源のうち国庫支出金は、扶助費の伸びに見合う額を加算し、その他の歳入は、H17同額
(注３）歳出のうち扶助費及び繰出金は、年2.5％増（資料８参照）、その他の経費はH17同額（ただし、H18の物件費、補助費等は、予算要求枠を考慮し△5％）
(注４）公債費は、市債借入額をH17同額とした場合の償還費 7

歳入・歳出及び財政調整のための基金の見通し（現状の財政構造で推移した場合）

21,630

16,113

10,214

3,199

139,044
138,445

136,721

135,366

129,589130,031130,481130,946
131,583

133,388

129,589

138,717138,917138,958

137,496
136,845137,100

136,375

2,987 5,517 5,899 7,015 8,927 9,328 9,128 9,455 8,856 7,132 5,777

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

歳入・歳出
（百万円）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

基金残高
（百万円）

歳　出

歳　入

基  金  残  高
（中位推計の場合）

収支不足額（中位推計）

現状の財政構造で推移した場合、収支不足
を補てんするため、財政調整のための基金
の取り崩しが増加し、平成21年度に残高が
ゼロになると見込まれる。

公債費がH16でピークを過ぎ、ほぼ横ばいで
推移するが、介護、医療、生活保護費などの
社会保障経費の増加が続き、収支不足額が
拡大すると見込まれる。

景気の回復による市税の増が見込まれるが、国
の三位一体改革による地方交付税総額の縮減等
の影響により、歳入総額は、当分の間、減少する
と見込まれる。

高位推計

中位推計

低位推計

H26以降は、公債費
が減少



資料７

（注１）H18の市税等は、固定資産評価替え及び税制改正等の影響を含み、地方交付税等は、国概算要求伸び率及び本市の減収要因を考慮して算出
（注２）H19以降の市税等は、経済成長率見通し（2％程度）を前提として、地方都市における経済や地価動向を考慮して1％増で見込む。
（注３）H19以降の地方交付税等は、本市の減収要因によるもの△4.2～4.8％程度、交付税総額の縮減に伴うもの△2.0～△2.4％程度、合わせて△6.2～△7.2％で見込む。
（注４）H19以降の税制改正による影響額は含んでいない。

市税及び地方交付税等の一般財源の見込み（中位推計）

64,675 63,692 64,329 64,971 65,620 66,275 66,275 66,275 66,275 66,275 66,275

26,438
25,318 23,748 22,252 20,761 19,267 19,267 19,267 19,267 19,267 19,267

87,356
85,542

86,38187,223 85,542
88,077

89,01091,113

83,767

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

百万円

地方交付税等
(臨時財政対策
債含む）

市　　税　　等
(地方譲与税等、
地方特例交付
金、減税補てん
債含む）

高位推計

低位推計

高位推計（△4.1％）

低位推計（△8.1％）

中位推計（△6.1％）

（△1.5％） （1.0％） （1.0％） （1.0％） （1.0％）

H17→18
（△4.2％）

H18→19
（△6.2％）

H19→20
（△6.3％）

H20→21
（△6.7％）

H21→22
（△7.2％）

中位推計と低位推計で約18億円の
開きがあるため、収入動向を見極め
た柔軟な対応が必要

　　（H17対比）

（△2.3％）
（△1.0％）

（△1.0％） （△1.0％） （△1.0％）

棒グラフ上段の数値は、
一般財源の合計（中位推計）

H23以降は、
前年同額



参考資料（資料７関係）

（百万円）

区　　　　　　　分 Ｈ17年度 伸び率 Ｈ18年度 伸び率 Ｈ19年度 伸び率 Ｈ20年度 伸び率 Ｈ21年度 伸び率 Ｈ22年度 伸び率 Ｈ17～Ｈ22伸び率

市 税 等 64,675 -2.6 63,692 -1.5 64,329 1.0 64,971 1.0 65,620 1.0 66,275 1.0 2.5

地 方 交 付 税 等 26,438 -1.8 25,318 -4.2 24,255 -4.2 23,212 -4.3 22,144 -4.6 21,081 -4.8 -20.3

91,113 -2.3 89,010 -2.3 88,584 -0.5 88,183 -0.5 87,764 -0.5 87,356 -0.5 -4.1

（百万円）

区　　　　　　　分 Ｈ17年度 伸び率 Ｈ18年度 伸び率 Ｈ19年度 伸び率 Ｈ20年度 伸び率 Ｈ21年度 伸び率 Ｈ22年度 伸び率 Ｈ17～Ｈ22伸び率

市 税 等 64,675 -2.6 63,692 -1.5 64,329 1.0 64,971 1.0 65,620 1.0 66,275 1.0 2.5

地 方 交 付 税 等 26,438 -1.8 25,318 -4.2 23,748 -6.2 22,252 -6.3 20,761 -6.7 19,267 -7.2 -27.1

91,113 -2.3 89,010 -2.3 88,077 -1.0 87,223 -1.0 86,381 -1.0 85,542 -1.0 -6.1

（百万円）

区　　　　　　　分 Ｈ17年度 伸び率 Ｈ18年度 伸び率 Ｈ19年度 伸び率 Ｈ20年度 伸び率 Ｈ21年度 伸び率 Ｈ22年度 伸び率 Ｈ17～Ｈ22伸び率

市 税 等 64,675 -2.6 63,692 -1.5 64,329 1.0 64,971 1.0 65,620 1.0 66,275 1.0 2.5

地 方 交 付 税 等 26,438 -1.8 25,318 -4.2 23,318 -7.9 21,383 -8.3 19,458 -9.0 17,492 -10.1 -33.8

91,113 -2.3 89,010 -2.3 87,647 -1.5 86,354 -1.5 85,078 -1.5 83,767 -1.5 -8.1

高位推計（H19以降の一般財源合計の伸び率＝年△0.5％）

中位推計（H19以降の一般財源合計の伸び率＝年△1.0％）

低位推計（H19以降の一般財源合計の伸び率＝年△1.5％）

市税及び地方交付税等の一般財源見込み額（高位、中位、低位推計の内訳）

（注２）地方交付税等には、臨時財政対策債を含む。H18は、国概算要求伸び率及び本市の減収要因（交付税措置対象公債費の減少）を考慮して算出

合　　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　計

　　地方交付税等の減少の内訳…①事業費補正対象公債費の減及び基準財政収入額の増に伴うもの（長野市独自要因）　△4.2～△4.8％程度

（注１）市税等には、地方譲与税等、地方特例交付金、減税補てん債を含む。H18は、固定資産税評価替え及び個人市民税の税制改正等の影響を含み、H19以降の税制改正は見込まない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②基準財政需要額△2％程度の縮減に伴う交付税減（国の改革に伴うもの）　△3.7～△5.3％程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②基準財政需要額△1％程度の縮減に伴う交付税減（国の改革に伴うもの）　△2.0～△2.4％程度

（注３）H19以降、市税等が年1％増加、地方交付税等は、本市の減収要因（事業費補正対象公債費の減、基準財政収入額の増）により年△4.2～△4.8％程度減少し、合計で年△0.5％と見込む。

合　　　　　　　　　　　　計

（注）H19以降、市税等が年1％増加、地方交付税等は年△6.2～△7.2％程度減少し、合計で年△1.0％と見込む。

　　地方交付税等の減少の内訳…①事業費補正対象公債費の減及び基準財政収入額の増に伴う交付税減（長野市独自要因）　△4.2～△4.8％程度

（注）H19以降、市税等が年1％増加、地方交付税等は年△7.9％～△10.1％程度減少し、合計で年△1.5％と見込む。

9



資料８

(注１）H17以降の高齢者人口は、第３期長野市介護保険事業計画策定に用いた試算値（コーホート要因法による。）
(注２）扶助費は、生計費を負担するための経費で、生活保護費、障害者支援費など
(注３）繰出金は、介護保険、老人保健医療、国民健康保険などの特別会計に対して一般会計から繰り出すための経費 10

社会保障関連経費（扶助費、繰出金）の見込み

3,640 2,961 3,714 3,576
5,593 5,696 6,287 6,463

8,429 8,868 9,090 9,317 9,550 9,789 10,034 10,285 10,542 10,806 11,076 11,353

8,964 9,889
10,710 11,448

10,047 10,677
11,305

12,384

14,143
15,217 15,597 15,987 16,387 16,797 17,217 17,647 18,088 18,540 19,004 19,479

58,716 60,766 62,744 64,646 66,583 68,629 70,483 72,201

79,592 81,356 83,202 85,134 87,156 89,272 91,488

12,604 12,850
14,424 15,024 15,640

16,373
17,592

18,847

22,572

25,304 25,937
26,586

27,251
27,932

28,630
29,346
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30,832

24,085 24,687

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（百万円）
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（人）

扶助費

繰出費

高齢者人口（65歳以上）
合併町村分
人口を加算

合併町村分
決算額含む

介護、医療等の制度見直し及び景気回復に伴う生
活保護世帯数の減少等を考慮し、高齢者人口の
伸び程度（2.5％）に抑制して推計

H17～22の高齢者人口の伸びは、年
2.2～2.5％　（コーホート要因法）

過去の伸びは、平均5.5％程度

過去の伸びは、年2.4～3.5％

扶助費と繰出金の合計



資料９

（注１）H17以降の借入分は、年利３％、政府資金20年元利均等償還、縁故資金10年元金均等償還で推計（政府：縁故の比率＝40：60）
(注２）市債には、減税補てん債及び臨時財政対策債を含む。 11

公債費及び市債残高の見込み（普通会計）
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市債借入額

市債残高

公債費

H25までは、ほぼ横ばいで推移。
Ｈ26からは、H5以降に借り入れた市債の
償還が終了することから急速に減少

実線は、市債借入をH17水準以下に
抑制した場合の金額。点線は、H17と
同額借入の場合。

後年度の財政負担を軽減する
ため、市債借入を抑制



資料10

（注１）基金残高は、バランスシートにおける流動比率（翌年度市債償還元金に対する流動資産の割合）が100％以上となるように最低限確保（H17=235％、H24=105％）
（注２）市債償還元金は、交付税措置等の補てん額を控除し、流動資産は、財政調整のための基金以外の流動資産がないものとみなして算出 12

改革による目標額（歳入・歳出及び財政調整のための基金の中・長期目標）

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

歳入・歳出　（百万円）
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70,000

基金残高
（百万円）

歳出（改革実施後）

歳入（改革実施後）
（中位推計）

基金残高（改革実施後）
（中位推計の場合）

歳　入

歳　出

H24～H25で基金残高最小
（100億円程度）
H30前後で、200億円台を確保

H26以降、公債費の減少により財政調整のた
めの基金への積立が見込めるため、基金残高
の状況により、建設事業等の拡大が可能

216億円

100億円程度

1,364億円

1,310億円1,334億円

1,280億円

H18～H22で重点的な歳出削減をした場合、
基金を100億円程度確保することが可能
（H25前後で収支均衡）

1,280億円

歳入のうち市債は、資料９により借入
を抑制した場合の金額による。

年△２％程度削減

年△１％程度削減




